
小電力無線システム委員会報告（案） 修正箇所一覧 

対象項目 当初案 修正案 理由 

簡易無線局等に適したデジタル方式の技術的条件 

2.6.2 無線設備の

技術的条件 

(1)送信装置 

エ 空中線電力及び

その許容偏差 

 

エ 空中線電力及びその許容偏差 

簡易無線局にあっては、空中線電力は、５Ｗ以下

とする。 

ただし、キャリアセンス機能を有し、データ伝送

（施行規則第４条の２第１項３号（４）及び（６）

に掲げるもの）を行う無線設備及び３０ｍを超える

高所で利用するものにあっては、空中線電力は、１

Ｗ以下とすることとする。 

また、それぞれの空中線電力の許容偏差は、上

限２０％、下限５０％とすることとする。 

エ 空中線電力及びその許容偏差 

簡易無線局にあっては、空中線電力は、５Ｗ以下

とする。 

ただし、３０ｍを超える高所で利用するものにあ

っては、空中線電力は、１Ｗ以下とする。なお、専

らキャリアセンス機能を有し、データ伝送（施行規

則第４条の２第１項３号（４）及び（６）に掲げる

もの）を行う無線設備については、１Ｗ以下とする

ことが望ましい。 

また、それぞれの空中線電力の許容偏差は、上限

２０％、下限５０％とすることとする。 

報告書案本

文と整合性

を図る。 

2.6.5 測定法 

(2)受信装置 

ウ 相互変調特性 

（ア）π／４シフトＱＰＳＫ変調方式 

標準符号化試験信号で変調した規格感度＋３

ｄＢの希望波と、相互変調を生じる関係にある相

互変調特性規格値分の希望波より高いレベルの

妨害波２波（±６．２５ｋＨｚ、±１２．５ｋＨ

ｚ）を加えたとき、２５５６ビットの伝送に対し

てビット誤り率が１×１０－２以下となること。

この場合、±６．２５ｋＨｚの妨害波は無変調と

し、±１２．５ｋＨｚの妨害波はデジタル信号（符

号長 32767(=215-1)ビットの２値擬似雑音系列）

で変調するものとする。 

（ア）π／４シフトＱＰＳＫ変調方式 

標準符号化試験信号で変調した規格感度＋３

ｄＢの希望波と、相互変調を生じる関係にある相

互変調特性規格値分の希望波より高いレベルの

妨害波２波（±１２．５ｋＨｚ、±２５ｋＨｚ）

を加えたとき、２５５６ビットの伝送に対してビ

ット誤り率が１×１０－２以下となること。この

場合、妨害波は無変調とする。 

 

現行規定及

び諮問第 94

号答申内容

と整合性を

図る。 

 （イ）ＲＺ ＳＳＢ変調方式 

受信機を規格感度＋３ｄＢの希望波と、相互変

調を生じる関 

（イ）ＲＺ ＳＳＢ変調方式 

受信機を規格感度＋３ｄＢの希望波と、相互変

調を生じる関係にある相互変調特性規格値分
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係にある相互変調特性規格値分の希望波より高

いレベルの無変調の妨害波（±６．２５ｋＨｚ、

±１２．５ｋＨｚ）を加えたときＳＩＮＡＤが１

２ｄＢ以上であること。 

の希望波より高いレベルの無変調の妨害波（±

１２．５ｋＨｚ、±２５ｋＨｚ）を加えたとき

ＳＩＮＡＤが１２ｄＢ以上であること。 

 （ウ）４値ＦＳＫ変調方式 

標準符号化試験信号で変調した規格感度＋３

ｄＢの希望波 

と、相互変調を生じる関係にある相互変調特性規

格値分の希望波より高いレベルの妨害波２波（±

６．２５ｋＨｚ、±１２．５ｋＨｚ）を加えたと

き、２５５６ビットの伝送に対してビット誤り率

が１×１０－２以下となること。この場合、±６．

２５ｋＨｚの妨害波は無変調とし、±１２．５ｋ

Ｈ ｚ の 妨 害 波 は デ ジ タ ル 信 号 （ 符 号 長

32767(=215-1)ビットの２値擬似雑音系列）で変調

するものとする。 

（ウ）４値ＦＳＫ変調方式 

標準符号化試験信号で変調した規格感度＋３

ｄＢの希望波と、相互変調を生じる関係にある相

互変調特性規格値分の希望波より高いレベルの

妨害波２波（±１２．５ｋＨｚ、±２５ｋＨｚ）

を加えたとき、２５５６ビットの伝送に対してビ

ット誤り率が１×１０－２以下となること。この

場合、妨害波は無変調とする。 

 

 

 

動物の検知・通報システムの技術的条件 

4.1.1 野生動物の

生態と調査状況 

 

（追加） 表４．１．１－１ 我が国で調査等の実施対象とな

る動物の概要の表中に、タヌキの種類分類を追記す

る。 

パブリック

コメントを

受けた対応 

4.3.4 変調方式及

び通信フォーマッ

ト等 

1 変調方式 

 

一方で、市場の状況を鑑みると、将来、アナログ

方式でＭＳＫ変調方式を利用する部品の入手が困

難になると予想されている。現在は、これに代わる

ものとして、２値ＦＳＫ方式が多く利用されてきて

いること、データ伝送を容易に行うことができ、擬

似的にトーン信号を発生させることができること

を踏まえて、２値ＦＳＫ方式も利用可能としておく

とが望ましい。 

一方で、市場の状況を鑑みると、将来、アナログ

方式でＭＳＫ変調方式を利用する部品の入手が困

難になると予想されている。現在は、これに代わる

ものとして、２値ＦＳＫ方式が多く利用されてきて

いること、データ伝送を容易に行うことができ、擬

似的にトーン信号を発生させることができること

を踏まえて、２値ＦＳＫ方式も利用可能としておく

とが望ましい。また、諸外国では、振幅変調方式や

位置変調方式を利用する機器もあることから、これ

らについても利用可能とすることが適当である。 

パブリック

コメントを

受けた対応 
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3 通信フォーマッ

ト 

 

（追加） 一方で、諸外国では、小規模な動物、かつ限られ

た範囲内で利用する形態があり、このような仕様で

運用することを想定した場合は、空中線電力が著し

く低いことから、上記の条件で検討してきた考え方

に大きく影響を与えるものではないと考える。 

このような場合であれば、現在の識別符号長（48

ビット）を前提としつつ、特に送信電力の低いもの

については識別符号長がさらに簡素なものであっ

ても、干渉回避が可能と考えられ、エリアを限定し

た小動物の場合であれば、数十ｍ程度の移動範囲と

仮定すると、最低 6bit（個体数 64 を識別が可能）

以上とすることで対応が可能と考える。このような

場合、動物の種類や調査等の規模等にもよるが、多

数の運用者が混在する可能性は高くなく、相当に集

中した場合でもこの範囲で数十個体を超えて密集

することはないことを踏まえ、半径十数 m の到達を

想定すると、上限を 0.1mW（100μW）が適当と考え

る。 

パブリック

コメントを

受けた対応 

4.4.1 一般的条件 

(1)変調方式 

 

機器が極めて単純かつ低コストに構成できるも

のが望まれ、特に、受信機器については市販のアナ

ログ受信機において、ビーコン音響等として聴取で

きることが望まれていることから、一般的な利用状

況等も考慮し、変調方式はアナログ方式の周波数変

調方式であって、音響及び副搬送波を使用するＭＳ

Ｋ変調方式とすること。ただし、将来的な需要を鑑

み、２値周波数偏移変調（ＦＳＫ）方式も対象とす

機器が極めて単純かつ低コストに構成できるも

のが望まれ、特に、受信機器については市販のアナ

ログ受信機において、ビーコン音響等として聴取で

きることが望まれていることから、一般的な利用状

況及び将来的な需要等も考慮し、変調方式は周波数

変調方式及び周波数偏位変調とすること。ただし、

諸外国の利用動向も踏まえて、振幅変調方式及び位

置変調方式を対象とする。 

パブリック

コメントを

受けた対応 
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る。 

 (6)空中線電力 

 

動物等に装着するために、出来るだけ小型化を図

り、電池の重量や寿命などを考慮する必要があるこ

とから、出力の制限を受けることとなる。これらの

要因を鑑み、１０ｍＷ以下とすること。 

動物等に装着するために、出来るだけ小型化を図

り、電池の重量や寿命などを考慮する必要があるこ

とから、出力の制限を受けることとなる。これらの

要因を鑑み、１０ｍＷ以下とすること。ただし、４．

４．２ （３）ア 混信防止機能の識別符号が４８

ビットを満たない場合は、等価等方輻射電力０．１

ｍＷ以下とする。 

パブリック

コメントを

受けた対応 

(7)空中線系 （７）空中線系 

空中線の絶対利得は２．１４ｄＢｉ以下とし、不

法な改造により他への妨害を与えない等の観点か

ら、既存の特定小電力無線局と同様に、送信空中線

の構造は、給電線及び接地装置を有しないことと

し、一の筺体に収めるものとすること。ただし、使

用形態を鑑み、電池等電源設備は、一の筺体に収め

ることを要しないこととする。 

また、主にデータ伝送等に使用するため、音量調

整器、送話器及び受話器の接続は認めないこととす

る。 

 

（７）空中線系 

空中線の絶対利得は２．１４ｄＢｉ以下とし、既

存の特定小電力無線局と同様に、送信空中線の構造

は、給電線及び接地装置を有しないこととするこ

と。 

  

 

 

 

 

 

（８）違法改造の対策 

不法な改造により他への妨害を与えない等の観

点から、既存の特定小電力無線局と同様に、一の筺

体に収めるものとすること。 

ただし、使用形態を鑑み、電池等電源設備は、一

の筺体に収めることを要しないこととする。また、

主にデータ伝送等に使用するため、音量調整器、送

内容を分か

り易く、項目

の書き分け 
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話器及び受話器の接続は認めないこととする。 

4.4.2 無線設備の

技術的条件 

(1)送信装置 

オ スプリアス発射

又は不要発射の強

度の許容値 

 

（ウ）帯域外領域のスプリアス発射の強度の許容値

２．５μＷ以下とすること。 

 

 

 

（エ）スプリアス領域の不要発射の強度の許容値

２．５μＷ以下とすること。 

 

（ウ）帯域外領域のスプリアス発射の強度の許容値

２．５μＷ以下とすること。 

ただし、空中線電力が等価等方輻射電力の場合

は、等価等方輻射電力で２．５μＷ以下とする。 

（エ）スプリアス領域の不要発射の強度の許容値

２．５μＷ以下とすること。 

ただし、空中線電力が等価等方輻射電力の場合

は、等価等方輻射電力で２．５μＷ以下とする。 

パブリック

コメントを

受けた対応 

カ 隣接チャネル

漏えい電力 

 

同一場所で使用可能な隣接チャネル間隔として

利用するために、隣接漏えいチャネル漏えい電力

（搬送波電力と搬送波の周波数からの規定の割当

周波数間隔離れた両隣接チャネルの一定帯域内に

輻射される電力をいう。）は、変調信号の送信速度

と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調

した場合において、搬送波の周波数から 20kHz 離れ

た周波数の±8kHz の帯域内に輻射される電力が搬

送波電力より 40dB 以上低いもの又は１μＷ以下と

する。 

 

同一場所で使用可能な隣接チャネル間隔として

利用するために、隣接漏えいチャネル漏えい電力

（搬送波電力と搬送波の周波数からの規定の割当

周波数間隔離れた両隣接チャネルの一定帯域内に

輻射される電力をいう。）は、変調信号の送信速度

と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調

した場合において、搬送波の周波数から 20kHz 離れ

た周波数の±8kHz の帯域内に輻射される電力が搬

送波電力より 40dB 以上低いもの又は１μＷ以下と

する。ただし、空中線電力が等価等方輻射電力の場

合は、等価等方輻射電力で１μＷ以下とする。 

 

(2)受信装置 

オ 副次的に発する

電波等の限度 

 

副次的に発する電波は、受信空中線と電気的常数

の等しい擬似空中線を使用して測定した場合に、そ

の回路の電力が４ｎＷ以下であること。 

副次的に発する電波は、受信空中線と電気的常数

の等しい擬似空中線を使用して測定した場合に、そ

の回路の電力が４ｎＷ以下であること。ただし、空

中線電力が等価等方輻射電力の場合は、等価等方輻

射電力で４ｎＷ以下とする。 

パブリック

コメントを

受けた対応 
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(3)制御装置 

ア 混信防止機能 

 

電気通信事業法第２条第５号に規定する電気通信

事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理す

る識別符号（通信の相手方を識別するための符号で

あって、電波法第８条第１項第３号に規定する識別

信号以外のものをいう。）を自動的に送信し、又は

受信するもの 

電気通信事業法第２条第５号に規定する電気通

信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理

する識別符号（通信の相手方を識別するための符号

であって、電波法第８条第１項第３号に規定する識

別信号以外のものをいう。）を自動的に送信し、又

は受信するものであって、次によること。 

ア 電気通信回線設備に接続しない場合であって、

空中線電力が０．１ｍＷ以下ものの場合 ６ビッ

ト以上 

イ それ以外のものの場合 ４８ビット以上 

パブリック

コメントを

受けた対応 

4.4.3 測定法 

 

入力信号として加えたときに得られるスペクトル

分布の全電力を、スペクトルアナライザ等技術基準

における各条件の測定方法は、１５０ＭＨｚ帯の周

波数変調方式等の無線機器及び既存の特定小電力

無線局の検討方法に準じて定めることとし、次のと

おりとする。 

スペクトルアナライザ等を用いた測定方法は、１

５０ＭＨｚ帯の周波数変調方式等の無線機器及び

既存の特定小電力無線局の測定方法に準じて定め

ることとし、次のとおりとする。 

ただし、空中線端子無しの場合の測定方法は、空

中線電力が等価等方輻射電力０．１ｍＷ以下の場合

であって試験時に測定用の空中線端子を設けるこ

とが困難な場合にのみ適用すること。 

パブリック

コメントを

受けた対応 
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 （追加） （１） 空中線端子無しの場合の測定条件 

ア 測定場所の条件（空中線端子無しの場

合） 

空中線端子無しの場合においては、昭和６３

年郵政省告示第１２７号（発射する電波が著し

く微弱な無線局の電界強度の測定方法）の条件

に準じて、試験機器を木その他絶縁材料により

作られた高さ１．５ｍの回転台の上に設置して

測定することとし、測定距離３ｍの５面電波暗

室又は床面反射のあるオープンサイト若しく

はそれらのテストサイトとすること。 

イ 試験機器の条件（空中線端子無しの場合） 

空中線端子無しの場合においては、電源ケー

ブル、外部インタフェースケーブル等のケーブ

ルが付属する場合、空中線の形状が変化する場

合及び金属板等により放射特性が影響を受け

る場合においては最大の放射条件となる状態

を特定して測定する。なお、動物に取り付けた

状態で測定することを要しない。 

 

(2)占有周波数帯幅

 

 イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件又は適当な RF 結合器若し

くは空中線で結合し、アと同様にして測定する

こと。 

 

(3)空中線電力の偏

差 

 

 イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件として、アと同様にして

測定すること。 

なお、スペクトルアナライザを用いる場合

は、分解能帯域幅を占有周波数帯幅の測定値よ

り広く設定して測定し置換法により等価等方

輻射電力を求める。なお、測定値が許容値を十
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分下回る場合は測定用空中線の絶対利得等を

用いて換算する方法でも良い。 

ただし、偏波面の特定が困難な場合は、水平偏

波及び垂直偏波にて求めた空中線電力の最大値

に 3dB 加算すること。 

(4)周波数の偏差 

 

 イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件又は適当なＲＦ結合器若し

くは空中線で結合し、アと同様にして測定する

こと。 

 

(5)スプリアス発射

又は不要発射の強

度 

 イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件として、ア及び上記（３）イ

と同様にして測定すること。 

 

(6)隣接チャネル漏

えい電力 

 

 

空中線端子に擬似負荷(インピーダンス整合回路

又は減衰器等)を接続し連続送信状態としてスペク

トルアナライザ等により測定する。 

標準符号化試験信号を入力信号として加えた変

調状態にして搬送波の電力及び搬送波から隣接チ

ャネル間隔離れた周波数において技術基準で定め

られる帯域内の電力を測定し、搬送波電力との比を

測定すること。 

 

 

 

 

 

ア 空中線端子付きの場合 

空中線端子に擬似負荷(インピーダンス整合回

路又は減衰器等)を接続し連続送信状態としてス

ペクトルアナライザ等により測定する。 

標準符号化試験信号を入力信号として加えた

変調状態とする。 

許容値を搬送波電力から４０ｄＢ以上低い値

とする場合は、搬送波の電力及び搬送波から隣

接チャネル間隔離れた周波数において技術基準

で定められる帯域内の電力を測定し、搬送波電

力との比を測定すること。 

許容値を１μＷ以下とする場合は、搬送波電

力との比に空中線電力を乗じて測定結果とす

る。ただし、隣接チャネル帯域内の電力を求め
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なお、トーン信号を使用している送信装置におい

ては、トーン信号の変調を行っている状態で測定す

る。 

また、標準符号化試験信号での変調が不可能な場

合には通常運用される信号で変調をかける。 

ることのできるスペクトルアナライザを用いる

場合は、搬送波から隣接チャネル間隔離れた周

波数において技術基準で定められる帯域内の電

力を測定することができる。 

なお、トーン信号を使用している送信装置に

おいては、トーン信号の変調を行っている状態

で測定する。 

また、標準符号化試験信号での変調が不可能

な場合には通常運用される信号で変調をかけ

る。 

イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件として、ア及び上記（３）イ

と同様にして測定すること。 

(7)送信・休止時間

制限 

 

 イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件又は適当なＲＦ結合器若し

くは空中線で結合し、アと同様にして測定する

こと。 

 

(8)受信装置の副次

的に発射する電波

等の限度 

 イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件として、ア及び（３）イと

同様にして測定すること。 

 

 


